
▼
期
日

２
月
22
日
（
日
）

▼
会
場

ホ
テ
ル
Ｓ
Ｌ
周
辺
特

設
会
場
（
川
場
村
谷
地
）

▼
内
容

雪
合
戦
（
１
チ
ー
ム

５
人
に
よ
る
チ
ー
ム
対
抗
）、
ス

ノ
ー
モ
ー
ビ
ル
体
験
試
乗
、
地

元
特
産
品
な
ど
の
販
売

▼
雪
合
戦
参
加
費
（
一
チ
ー
ム
）

大
人
の
部
（
中
学
生
以
上
）
５
、

０
０
０
円
、
子
ど
も
の
部
（
小

学
生
以
下
）
２
、
５
０
０
円

▼
申
込
期
限

１
月
30
日
（
金
）

▼
申
込
・
問
い
合
わ
せ

沼
田

行
政
事
務
所
森
林
部
1
２
２
―

４
４
８
１
　

４
月
１
日
か
ら
消
費
税
法
の

一
部
が
次
の
よ
う
に
改
正
さ
れ

ま
す
。

▼
価
格
の
総
額
表
示
が
義
務
付

け
ら
れ
ま
す
。

▼
事
業
者
免
税
点
の
引
き
下
げ

15
年
分
の
事
業
収
入
な
ど

（
課
税
売
上
高
）
が
１
、
０
０
０

万
円
（
現
行
３
、
０
０
０
万
円
）

を
越
え
る
事
業
者
は
17
年
分
に

消
費
税
の
申
告
と
納
税
が
必
要

と
な
り
ま
す
。

▼
簡
易
課
税
制
度
の
適
用
上
限

の
引
き
下
げ

簡
易
課
税
制
度
を
適
用
で
き
る

人
は
、
基
準
期
間
に
お
け
る
課

税
売
上
高
が
５
、
０
０
０
万
円

（
現
行
２
億
円
）
以
下
の
人
に
な

り
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ

沼
田
税
務
署

1
２
２
―
２
１
３
１
　

会
社
や
役
所
な
ど
を
退
職
し

て
年
金
を
受
給
す
る
75
歳
未
満

の
人
と
、
そ
の
被
扶
養
者
が
加

入
し
ま
す
。

▼
対
象
と
な
る
人

次
の
す
べ

て
に
当
て
は
ま
る
人
と
そ
の
被

扶
養
者
で
す
。
①
国
保
に
加
入

し
て
い
る
人
、
②
老
人
保
健
の

適
用
を
受
け
て
い
な
い
人
、
③

厚
生
年
金
や
各
種
共
済
組
合
な

ど
の
年
金
を
受
け
て
い
る
人
で
、

そ
の
加
入
期
間
が
20
年
以
上
、

も
し
く
は
40
歳
以
降
10
年
以
上

あ
る
人
。

▼
届
け
出
は

年
金
証
書
を
受

け
取
っ
た
ら
、
14
日
以
内
に
届

け
出
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。「
国

民
健
康
保
険
退
職
被
保
険
者
証
」

が
交
付
さ
れ
ま
す
。

▼
届
け
出
に
必
要
な
物

保
険

証
、
年
金
証
書
、
印
か
ん

▼
注
意
す
る
こ
と

対
象
者
に

な
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず

届
け
出
を
し
な
い
と
、
国
保
で

余
計
に
医
療
費
を
負
担
す
る
こ

と
に
も
な
り
ま
す
。
皆
さ
ん
の

負
担
軽
減
に
も
な
り
ま
す
の
で
、

対
象
に
な
っ
た
ら
必
ず
届
け
出

を
し
ま
し
ょ
う
。

▼
医
者
に
か
か
る
時

病
院
な

ど
の
窓
口
で
「
国
民
健
康
保
険

退
職
被
保
険
者
証
」
を
提
示
し

て
受
診
し
ま
す
。
自
己
負
担
割

合
は
国
保
と
同
じ
で
す
。

▼
問
い
合
わ
せ

役
場
保
健
福

祉
課
1
２
４
―
５
１
１
１
（
内

線
27
）

くらしの
情　報
広く村民の皆さんに呼びか
けたいことがありまし
たら、このページを
ご利用ください。

「
21
世
紀
の
森
」

雪
ま
つ
り
・
雪
合
戦
を
開
催

◆
沼
田
行
政
事
務
所
森
林
部

▼
催
し
も
の

消
費
税
法
の

一
部
が
変
わ
り
ま
す

◆
沼
田
税
務
署

「
退
職
者
医
療
」
加
入
の

届
け
出
を
し
ま
し
ょ
う

◆
保
健
福
祉
課

▼
お
知
ら
せ

1 0

平成16年度の各種健（検）診の希望調査

を、１月中に行います。

村のがん健診や基本健診は、医療機関や職

場健診で定期的に検査を受けていない人が対

象となります。 定期的な受診をしている人

は、病院での継続医療が必要なため、村の健

診は必要ありません。

転ばぬ先の杖ともいう健診は、自分では気

づかぬうちに体の中で起こっている病気の芽

を早く見つけることを目的としています。

あなたにとって必要な健診の受け方を右の

表で確認し、各家庭に配布される申込用紙に

必要事項を記入し提出してください。

16 年度の村の健診の希望調査を行います
〈基本健診〉…血圧・検尿・採血など� 〈胃がん健診〉�

高血圧・糖尿病・高脂血し�
ょうなどで定期的に受診を�
している。�

胃潰瘍・十二指腸潰瘍などで�
定期的な受診をしている。�

定期的な採血や検査を�
年に1～2回受けている�

村の健（検）診�
は必要ありません。�

村の健（検）診を受診ください。�
�

いいえ� いいえ�

いいえ�

はい� はい�

はい�



そうだんがいど

家庭内や隣近所のもめごとなど

でお悩みの人は、ご相談ください。

村人権擁護委員が相談に応じま

す。

◆日時：２月９日（月）、午前10

時～午後３時、◆会場：役場会議

室。

高血圧や糖尿病などでお悩みの

人は、ご相談ください。役場保健

師が相談を受けます。◆日時：１

月29日（木）、午後１時～４時、

◆場所：村保健センター1２４－

５１４２。

「眠れない」、「イライラして落

ちつかない」など、心に悩みを持

つ人はご相談ください。専門家が

相談に応じます。◆日時：２月６

日（金）、午後１時30分～（事前

に電話予約を）、◆会場：沼田保健

福祉事務所1２３－２１８５。

不妊に関することならどんなこ

とでも相談ください。女性産婦人

科医と保健師が相談に応じます。

◆予約電話：1０２７－２６９－

９９６６◆相談日：木曜日、午前

１０時～午後４時◆場所：健康づ

くり財団（前橋市）◆費用：無料

自動車損害賠償責任保険・任意

自動車保険請求の無料相談を行っ

ています。◆日時：平日午前９時

～正午、午後１時～５時◆前橋自

動車保険請求相談センター1０２

７－２２３－２３１６。

村県民税４期、水道料３期、
下水道使用料５期は、２月２日
（月）が納期です。完納にご協力
ください。

今・月・の・納・期

交通事故相談

こころの健康相談

不妊専門相談センター

健康相談

人権相談所

1 1

控
除
、
寄
付
金
控
除
、
住
宅
借

入
金
等
特
別
控
除
な
ど
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
る
人
。

▼
給
与
所
得
者
で
、
年
の
途
中

で
退
職
し
、
そ
の
後
就
職
し
な

か
っ
た
た
め
年
末
調
整
を
受
け

な
か
っ
た
人
。

▼
予
定
納
税
を
し
た
が
、
確
定

申
告
の
必
要
が
な
く
な
っ
た
人
。

▼
問
い
合
わ
せ

沼
田
税
務
署

1
２
２
―
２
１
３
１
　

「
混
迷
す
る
政
局
と
今
後
の
展

望
」
と
題
し
て
政
治
評
論
家
、

三
宅
久
之
先
生
が
講
演
し
ま
す
。

▼
日
時

２
月
12
日
（
木
）、
午

後
３
時
か
ら

▼
場
所

み
か
ぼ
み
ら
い
館

▼
申
込
・
問
い
合
わ
せ

役
場

総
務
課
1
２
４
―
５
１
１
１

前
橋
地
方
法
務
局
沼
田
支
局

で
は
沼
田
市
お
よ
び
利
根
郡
内

の
商
業
・
法
人
登
記
事
務
を
、

２
月
16
日
（
月
）
か
ら
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
で
処
理
し
ま
す
。

変
更
点

▼
会
社
な
ど
の
登
記
簿
謄
本
・

抄
本
が
「
登
記
事
項
証
明
書
」

へ
代
わ
り
ま
す
（
手
数
料
１
、

０
０
０
円
）。

▼
代
表
者
の
資
格
証
明
書
が

「
代
表
者
事
項
証
明
書
」
へ
代
わ

り
ま
す
（
手
数
料
１
、
０
０
０

円
）。

▼
会
社
な
ど
の
登
記
簿
の
閲
覧

制
度
が
な
く
な
り
「
登
記
事
項

要
約
書
」
を
発
行
（
手
数
料
は

１
登
記
記
録
５
０
０
円
）。

▼
「
登
記
情
報
交
換
シ
ス
テ
ム
」

が
導
入
さ
れ
、
他
の
登
記
所
が

管
轄
す
る
商
業
・
法
人
の
登
記

事
項
証
明
書
等
が
沼
田
支
局
で

入
手
で
き
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ

前
橋
地
方
法

務
局
沼
田
支
局
1
２
２
―
２
５

１
８所

得
税
の
還
付
を
受
け
る
た

め
の
確
定
申
告
書
は
源
泉
徴
収

さ
れ
た
年
ま
た
は
予
定
納
税
を

納
め
た
翌
年
の
１
月
以
降
な
ら

い
つ
で
も
提
出
で
き
ま
す
。

次
に
該
当
す
る
人
は
、
早
め

に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
源
泉
徴
収
さ
れ
た
配
当
や
原

稿
料
な
ど
の
収
入
が
少
額
で
、

そ
の
他
の
所
得
も
少
な
い
人
。

▼
給
与
所
得
や
退
職
所
得
の
あ

る
人
で
、
雑
損
控
除
、
医
療
費

所
得
税
の
還
付
申
告
は

お
早
め
に

◆
沼
田
税
務
署

商
業
・
法
人
登
記
事
務
が

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化
さ
れ
ま
す

◆
前
橋
地
方
法
務
局
沼
田
支
局

群
馬
県
民
政
治
大
学

講
座
を
開
催
し
ま
す

◆
昭
和
村
選
挙
管
理
委
員
会

み
や
け
　
ひ
さ
ゆ
き

キヤノン電子（株）の酒巻久社長を招き、村民文化講演会を
開催します。皆さん、ぜひご来場ください。

日時　２月21日（土）、PM 13：00～
場所　村公民館多目的ホール

演題「これからの経営と環境問題について」

キヤノン電子の社長が講演
・・・・・・・・村民文化講演会・・・・・・・・

問い合わせ　村教育委員会事務局 124－5120


